
◯ インターネット異性紹介事業関係事務処理要領の改正について（通達）

令和５年７月18日

生企甲達第106号

石川県警察本部長から関係所属長あて

対号 令和４年３月11日付け生企甲達第29号「インターネット異性紹介事

業関係事務処理要領の全部改正について（通達）」

見出し要領については、対号に基づき取り扱っているところであるが、この度、

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和５年法律第66号）及び性的な姿態

を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記

録の消去等に関する法律（令和５年法律第67号）により改正されたインターネット

異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律

第83号）並びに刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令（令和５年政令第235号）により改正されたインターネット異性

紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令（平成20年政

令第346号）が本年７月13日に施行されたことに伴い、別添のとおり「インターネ

ット異性紹介事業関係事務処理要領」を改正するので、事務処理上遺漏のないよう

にされたい。

なお、対号は廃止する。



別添

インターネット異性紹介事業関係事務処理要領

第１ 趣旨

この要領は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制

等に関する法律（平成15年法律第83号。以下「法」という。）、インターネット異

性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則（平成15

年国家公安委員会規則第15号。以下「施行規則」という。）及び聴聞及び弁明の機

会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」と

いう。）に基づき、インターネット異性紹介事業に係る届出（以下「届出」という。）

の審査、行政処分等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

第２ インターネット異性紹介事業開始届出書等の受理及び進達

１ 事業開始届出書の受理

施行規則第１条の規定により、インターネット異性紹介事業を行おうとする者

（以下「事業者」という。）から施行規則別記様式第１号の事業開始届出書（以

下「開始届出書」という。）の提出を受けた場合は、次により受理するものとす

る。

(1) 警察署長(以下「署長」という。)は、開始届出書及び添付書類が法及び施行

規則に定められた形式上の要件に適合するか否かを確認し、警察本部の許可等

事務を主管する課長（以下「許可等事務主管課長」という。）から受理番号の

指定を受け、開始届出書の所定欄に受理年月日及び受理番号を記載するものと

する。

(2) 許可等事務主管課長は、インターネット異性紹介事業開始届出受理番号簿（別

記様式第１号）及びインターネット異性紹介事業届出事項変更届出・廃止届出

受理番号簿（別記様式第２号）を備え付け、署長からの照会に応じて別表「イ

ンターネット異性紹介事業関係届出受理番号表」に基づき受理番号を指定する

ものとする（２及び３について同じ。）。

(3) 署長は、事業者から法第７条の規定による届出を行った旨の証明を求められ

た場合は、開始届出書の写しを提示させ、該当欄に受理年月日、受理番号を記

入し、余白に受付印を押して交付するものとする。

２ 事業廃止届出書の受理

署長は、事業者から施行規則別記様式第２号の事業廃止届出書（以下「廃止届

出書」という。）の提出を受けた場合は、廃止届出書の記載内容を確認し、許可

等事務主管課長から受理番号の指定を受け、廃止届出書の所定欄に受理年月日及

び受理番号を記載するものとする。

３ 届出事項変更届出書の受理

署長は、事業者から施行規則別記様式第３号の届出事項変更届出書（以下「変

更届出書」という。）の提出を受けた場合は、変更届出書及び添付書類が法及び



施行規則に定められた形式上の要件に適合するか否かを確認し、許可等事務主管

課長から受理番号の指定を受け、変更届出書の所定欄に受理年月日及び受理番号

を記載するものとする。

４ 警察本部長への進達

署長は、前記１から３に規定する届出書及び添付書類（以下「届出書等」とい

う。）の原本をインターネット異性紹介事業関係届出書の進達について（別記様

式第３号）に添付し、許可等事務主管課長を経由して警察本部長（以下「本部長」

という。）に進達するものとする。

第３ 届出書等の保管及び台帳の備付け

１ 許可等事務主管課長による届出書等の保管と台帳の備付け

許可等事務主管課長は、署長から進達を受けた届出書等を事業者ごとに編てつ

し、受理番号の順に保管するとともに、インターネット異性紹介事業者台帳（別

記様式第４号。以下「台帳」という。）を備え付け、変更の都度整理し、県内の

事業者の実態を把握するものとする。

２ 署長による届出書等の保管及び台帳の備付け

署長は、本部長に進達する届出書等の写しを作成して事業者ごとに編てつし、

受理番号の順に保管するとともに、台帳を備え付けて変更の都度整理し、管内の

事業者の実態を把握するものとする。

第４ 事業者の監督措置に関する事務

１ 欠格事由の調査

署長は、開始届出書又は変更届出書を受理した場合は、インターネット異性紹

介事業関係調査復命書(別記様式第５号)に基づき、事業者が法第８条各号に該当

する者であるか否かを次の要領により判断し、欠格事由の有無に関する意見を付

して、関係書類とともに本部長に進達するものとする。

(1) 第１号関係（破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者）

添付書類の市町村長の証明書により判断すること。

(2) 第２号関係（禁錮以上の刑に処せられた等の経歴）

日本国籍を有する者については、本籍地の市区町村に対する照会の回答によ

り、日本国籍を有しない者及び法人については、各地方検察庁に対する照会の

回答により判断すること。

(3） 第３号関係（命令違反歴）

許可等事務主管課長に対する照会の回答により判断すること。

(4) 第４号関係（暴力団員等の該当）

暴力団担当部門に対する照会の回答により判断すること。

(5) 第５号関係（心身故障）

誓約書の内容等により判断すること。

(6) 第６号関係（未成年者該当）



添付書類の住民票の写し等により判断すること。

なお、民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）において、成年に

関する経過措置があることに留意すること。

(7) 第７号関係（法人役員）

ア 全役員の欠格事由該当の有無を前記(1)から(5)の要領により判断するこ

と。

イ 全役員が児童ではないか住民票の写し等により判断すること。

(8) 施行規則第５条第１項第４号の識別符号付与業務の委託を受ける者について

の欠格事由該当の有無の判断は、前記(1)から(7)の要領に準じて判断すること。

２ インターネット異性紹介事業の廃止命令

署長は、欠格事由の審査の結果、当該事業者が法第８条各号のいずれかに該当

することが判明し、事業者が速やかに是正又は回復の措置を執らないときは、イ

ンターネット異性紹介事業の廃止命令の上申をするものとする。

３ 警告等の実施

(1) 実施

署長は、事業者に法令違反行為が認められる場合、法令違反の内容に応じて

警告等を行うか否かを少年福祉犯罪又は情報技術犯罪の主管課と協議し、警告

等を行うことが適当と認めた場合は、当該事業者に対し、法令違反行為をした

と認められる旨を通知し、必要な措置を講じるよう警告等を行うものとする。

(2) 留意点

警告等は、行政手続法に定める行政指導に当たることから、警告等に際して

は、その趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないことに留意

するものとする。

４ 報告又は資料の提出要求

許可等事務主管課長は、法令の遵守状況を把握し､又は行政処分を行うに当

たってどのような処分を行うべきかの判断に資するなど、必要に応じ、次の事項

等について法第16条の規定に基づく報告又は資料の提出要求を行うものとする。

(1) 報告を求める事項

ア 広告又は宣伝を行う際の児童による利用の禁止の明示の実施状況

イ 異性交際希望者が児童でないことの確認方法

ウ 禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の公衆閲覧防止措置の実施状況

(2) 資料の提出を求める事項

ア 過去に行った広告又は宣伝に係る児童による利用の禁止の明示状況に関す

る資料

イ 過去に禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報について公衆閲覧防止措

置をとった際の記録

第５ 行政処分



１ 署長は、事業者に対して、次に掲げる処分を要すると認めたときは、インター

ネット異性紹介事業者行政処分上申書（別記様式第６号）に関係者の供述録取書

又は法第８条の欠格事由に該当する旨の調査書類その他行政処分を必要とする事

実を疎明する資料を添えて、本部長に上申するものとする。

(1) 法第13条の規定による指示(以下「指示」という。）

(2) 法第14条第１項の規定による事業の停止命令(以下「停止命令」という。）

(3) 法第14条第２項の規定による事業の廃止命令(以下「廃止命令」という。）

２ 指示をするときは、次により行政手続法第13条第１項第２号に基づく弁明の機

会の付与を行うものとする。

(1) 許可等事務主管課長は、署長から指示の上申を受けた場合は、少年福祉犯罪

及び情報技術犯罪の主管課と協議の上、その内容を審査し、指示の必要がある

と認めた場合は、聴聞規則第20条に規定する弁明通知書を作成し、当該署長に

送付するものとする。

(2) 署長は、許可等事務主管課長から弁明通知書の送付を受けた場合は、当該弁

明通知書の「弁明書の提出期限」欄に交付日から７日間以上の期間をおいた日

を指定して記入し、被処分者に交付するとともに受領書（別記様式第７号）を

徴して許可等事務主管課長に送付するものとする。ただし、被処分者が口頭で

弁明することを希望したときは、弁明通知書の「備考」欄に「口頭による弁明

を認める」旨及び口頭による弁明を行う日時及び場所（原則として当該警察署）

を指定し、当該日時及び場所に出頭を指示する旨を記載して交付すること。

(3) 署長は、弁明通知書に基づき、被処分者が弁明書を提出した場合は、内容を

確認の上、収受番号簿に登載して受理日を明確にしておくとともに、原本を許

可等事務主管課長に送付すること。

(4) 署長は、口頭による弁明を認めた場合で、弁明通知書に基づき出頭したとき

は、当該事務を担当する警部補又は係長相当職以上の警察職員に弁明調書を作

成させ、その原本を許可等事務主管課長に送付すること。

(5) 署長は、被処分者から提出（出頭）期限までに応答がなかった場合は、その

旨を書面で許可等事務主管課長に報告すること。

３ 停止又は廃止命令をするときは、次により行政手続法第13条第１項第１号に基

づく聴聞の手続を行うものとする。

(1) 許可等事務主管課長は、署長から停止又は廃止命令の上申を受けた場合は、

少年福祉犯罪及び情報技術犯罪の主管課長と協議の上、その内容を審査し、事

業の停止又は廃止命令を行う必要があると認めた場合は、聴聞規則第８条に規

定する聴聞通知書を作成し、当該署長に送付するものとする。

(2) 署長は、許可等事務主管課長から聴聞通知書の送付を受けた場合は、当該聴

聞通知書を被処分者に交付するとともに受領書を徴して許可等事務主管課長に

送付するものとする。



第６ 他の公安委員会への通報等

１ 許可等事務主管課長は、指示又は停止命令をしようとする場合において、当該

事業者がその事業の本拠となる事務所を他の公安委員会管轄区域内に変更してい

たときは、既に当該処分に係る弁明又は聴聞が終了している場合を除き、速やか

に変更先の公安委員会に施行規則別記様式第６号の処分移送通知書を送付するも

のとする。

２ 許可等事務主管課長は、開始届出書、廃止届出書又は変更届出書を受理した場

合及び行政処分をした場合は、当該事業者の氏名又は名称、住所、当該事業を示

すものとして使用する呼称、事業の本拠となる事務所の所在地、届出受理番号等

を施行規則第11条第１項の規定により国家公安委員会へ報告するものとする。

３ 許可等事務主管課長は、事業者が指示若しくは停止命令の事由となる法令違反

行為又は行政処分違反をしたと認めるときは、当該違反行為等が行われた時にお

ける事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該事業者の氏名又

は名称、住所、当該事業を示すものとして使用する呼称、事業の本拠となる事務

所の所在地、届出受理番号等を施行規則第11条第２項の規定により通報するもの

とする。

第７ 登録誘引情報提供機関に対する情報提供

許可等事務主管課長は、法第２条第４号に規定する登録誘引情報提供機関からイ

ンターネット異性紹介事業者に係る情報を求められた場合は、法第18条第１項に規

定する誘引情報提供業務を適正に行うための必要性が認められる範囲で次の事項に

ついて情報を提供するものとする。

１ 通常の提供事項

(1) 事業者の氏名又は名称

(2) 当該事業を示すものとして使用する呼称及び連絡先

２ 郵便等による事業者への通知を予定している場合の提供事項

(1) 事業の本拠となる事務所の所在地

(2) 事業者の住所



別表（第２関係）

インターネット異性紹介事業関係届出受理番号表

種 別 受理番号指定方法 記載例

令和４年２月中に県下初の事

事業開始届出書 51－○○－△△△△－☆☆☆ 業開始届出書に指定する受理番

（11桁） 号

５１－２２－０００１－０００

令和４年２月中に県下初の事

業開始届出書を提出した事業者

事業廃止届出書 同 上 からの事業廃止届出書に指定す

る受理番号

５１－２２－０００１－９９９

令和４年２月中に県下初の事

業開始届出書を提出した事業者

届出事項変更届出書 同 上 の３回目の届出事項変更届出書

に指定する受理番号

５１－２２－０００１－００３

記号の意味

５１・・・・県コード番号

○○・・・・事業開始届出を受理した西暦年の下２桁 開始届出により決定(不変）

△△△△・・本県の一連番号(４桁使用）

☆☆☆・・・事業開始届出書の場合は「０００」、事業廃止届出書の場合は「９９９」、

届出事項変更届出書の場合は事業者ごとの変更届出回数を３桁（００１から

順次）を指定する。



別記様式第１号（第２関係）

インターネット異性紹介事業開始届出受理番号簿
受理年月日 開始届出受理番号 事業者氏名又は名称 受理警察署

51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署

　 51-         -             -      　　 　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署

　 51-         -             -      　　 　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署
51-         -             -      　　　　　　警察署

備考：　受理番号の先頭２桁は県コード、次の２桁は西暦年の下２桁、次の４桁は県の一連番号、末尾の３桁は

　　　開始届の場合は０００、変更の場合は１から順次変更回数を付し、廃止の場合は９９９を付すこと。

別記様式第２号（第２関係）

インターネット異性紹介事業届出事項変更届出・廃止届出受理番号簿
（事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
受理年月日 届出事項変更・廃止届出受理番号 変更(廃止）事項 備　　　考

51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      

　 51-         -             -      　　
51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      
51-         -             -      

　 51-         -             -      　　
51-         -             -      
51-         -             -      

備考：　受理番号の先頭２桁は県コード、次の２桁は西暦年の下２桁、次の４桁は県の一連番号、末尾の３桁は

　　　開始届の場合は０００、変更の場合は１から順次変更回数を付し、廃止の場合は９９９を付すこと。



別記様式第３号（第２関係）

第 号

年 月 日

石 川 県 警 察 本 部 長 殿

警 察 署 長

インターネット異性紹介事業関係届出書の進達について

届出者

住 所

氏 名

又 は 名 称

上記の者より届出のあった

□ インターネット異性紹介事業開始届出書

□ インターネット異性紹介事業届出事項変更届出書

□ インターネット異性紹介事業廃止届出書

について、次のとおり関係書類を添えて進達する。

記

１ 書類目録

２ 署長意見



別記様式第４号（第３関係）

インターネット異性紹介事業者台帳 その１

受理年月日 年 月 日

受理警察署

受 理 番 号

氏名（法人

は名称及び

代表者名）

住 所

電話（ ） －

広告宣伝をする場 １

合に使用する呼称 ２

異性交際希望者 □運転免許証その他年齢、生年月日を証する書面の提示、当該書面の写

が児童でないこ しの送付又は画像の電磁的送信を受けてその都度確認する方法。(１号）

との確認方法 □クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方

(法第11条に基づく施行 法により料金を支払う旨の同意を受けて確認する方法(２号）

規則第５条の確認方法) □あらかじめ前記１、２号いずれかの方法により児童でないことを確認

した異性交際希望者に識別符号を付し、以降の利用の際に当該識別符

号の送信を受けて確認する方法(３号）

□送信を受けた識別符号を識別符号付与業務受託事業者に照会す

ることにより確認する方法(４号）

送信元識別符号
識別符号付与業務の委託の有無 □有り □無し

識 氏名又は名称 住所

別 及 び 住 所 名称

符 ( 法 人 代 表 氏名

号 者 氏 名） 法人代表者氏名

付 識別符号付与 住所

与 業 務 従 業 者 氏名

業 （法人の場合） 住所

務 氏名

受 住所

託 氏名

者 （書ききれない場合は別紙を添付すること。）

備 考



その２

年 月 日 変 更 事 項

変
更
届
受
理

（
「

法
役人
員の
表役」

員
にに
記つ
載い
すて
るは。

）

事業廃止届出 年 月 日 届出



役 員 表 （事業者名 ）

届出年月日 氏 名 住 所 備 考



別記様式第５号（第４関係）

署 副 生 課 係 主
署 刑

長 長 官 長 長 任

（決裁日 年 月 日）

インターネット異性紹介事業関係調査復命書

係の欠格事由調査結果に対する意見

警察署長 年 月 日
警視

課 係
殿

○印

事 住所、氏名又は名称
業 （法人は代表者）
者 生年月日、年齢

年 月 日生（ 歳）

上記の者に対する標記の調査結果は、次のとおりです。

調 査 事 項 調 査 結 果 確認資料番号

① 届出書及び添付書類の形式的 □適（裏面「届出書形式的要件調査書」のとおり）
要件は具備しているか。 □否（裏面「届出書形式的要件調査書」のとおり）
（施行規則第１条第３項）

② 破産手続開始の決定を受け復 □適（市町村長証明書確認）
権を得ない者に該当しないか。 □否（理由は別途報告）
（法人は全役員）

③ 禁錮以上の刑に処せられ又は □適（欠格事由不該当誓約書、前科・身上照会
この法律に規定する罪等で罰金 回答確認）
刑に処せられ、５年を経過しな □否（理由は別途報告）
い者でないか。（法人は全役員）

④ 最近５年間に事業の停止又は □適（行政処分歴照会、前科・身上照会回答確認）
廃止の命令違反をした者でない □否 (理由は別途報告)
か。（法人は全役員）

⑤ 暴力団員又は暴力団員でなく □適（暴力団担当部門への照会結果確認）
なった日から５年を経過しない □否 (理由は別途報告)
者でないか。（法人は全役員）

⑥ 心身の故障によりインターネ □適（誓約書の内容等により確認）
ット異性紹介事業を適性に行う □否 (理由は別途報告)
ことができない者として国家公
安委員会規則で定める者に該当
しないか。（法人は全役員）

⑦ 未成年者でないか。 □適（住民票（外登票）写し確認）
（法人役員に児童はいないか。） □否 (理由は別途報告)

⑧ 識別符号付与業務受託者に欠 □適（識別符号付与業務受託者の添付書類確認）
格事由該当者はいないか。 □否 (理由は別途報告)
（ただし、事業者の欠格事由に
は該当しないことに注意するこ
と。）

（注）「確認資料番号」欄には、「適・否」の判断をする根拠となった資料番号を付し、当該資料には
当該資料番号を付した付箋等を貼付して、決裁時に幹部が効率的に資料を確認できるようにする
こと。



別記様式第５号裏面（第４関係）

届 出 書 形 式 的 要 件 調 査 書

確 認 項 目

所在地 事業の本拠となる事務所（住居）の所在地が管轄内であるか。 適 ・ 否
届出日 事業開始日より以前に届出がなされているか。 適 ・ 否

①事業開始届出書 適 ・ 否
個 ②住民票の写し 適 ・ 否
③誓約書（法第８条第１号～第６号に該当しないことを誓約する書面） 適 ・ 否

届 人 ④身分証明書 適 ・ 否
⑤送信元識別符号の使用権限疎明資料 適 ・ 否

出 ①事業開始届出書 適 ・ 否
法 ②定款の謄本及び登記事項証明書 適 ・ 否

に ③役員全員に係る住民票の写し 適 ・ 否
人 ④役員全員に係る身分証明書 適 ・ 否

必 ⑤役員全員に係る誓約書（法第８条第７号イに該当しないことを誓約する書面） 適 ・ 否
⑥送信元識別符号の使用権限疎明資料 適 ・ 否

要 識 ①住民票の写し 適 ・ 否
別 個 ②身分証明書 適 ・ 否

な 符 人 ③誓約書（規則第５条第２項第１号イ～ヘに該当しないことを誓約する書面） 適 ・ 否
号 ④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤中毒者でない旨の医師の診断書 適 ・ 否

書 付 ①定款の謄本及び登記事項証明書 適 ・ 否
与 ②役員及び識別符号付与業務従事者全員に係る住民票の写し 適 ・ 否

類 業 法 ③役員及び識別符号付与業務従事者全員に係る身分証明書 適 ・ 否
務 ④役員及び識別符号付与業務従事者全員に係る誓約書（規則第５条第２項第１号イ～ヘに 適 ・ 否
受 人 該当しないことを誓約する書面）
託 ⑤役員及び識別符号付与業務従事者全員に係るアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒 適 ・ 否
者 剤中毒者でない旨の医師の診断書



別記様式第６号(第５関係）

第 号

年 月 日

石川県警察本部長 殿

警察署長

インターネット異性紹介事業者行政処分上申書

本籍、住所、

被 氏名・生年月

日、（法人の場

処 合は名称、所

在地、代表者

分 の氏名）

者 受理番号
事業開始届出

受理した公安委員会の名称 公安委員会

処分を必要とする

理由

適 用 法 条

処 分 上 の 意 見

その他参考事項



別記様式第７号(第５関係）

年 月 日

石川県公安委員会 殿

（住所）

（氏名）

受 領 書

□ 行政処分決定書 石川県公安委員会指令第 号

ただし、 年 月 日の聴聞により決定した行政処分決定書

□ 指示書 石川県公安委員会指令第 号

□ 弁明通知書 石公第 号

上記のとおり受領しました。

備考：受領書面を□にaを入れて特定すること。


